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【倫理規則に抵触する行為の有無】（本人について） 

あなたは、入庁してからこれまでの間に、倫理規則に抵触する行為を行ってしまったことは

ありますか。 

※倫理規則に規定された禁止行為を行った、必要な届出が漏れていた。 等

【倫理規則に抵触する行為の有無】（他の職員について） 

あなたは、他の職員が、倫理規則に抵触する行為を行ったのを見聞きしたことがありますか。 
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【利害関係者との飲食の有無】（本人について） 

あなたは、入庁してからこれまでの間に、利害関係者と共に飲食をしたことがありますか。 

※この「飲食」には、届出の対象外である「自己の飲食に要する費用が１万円以下であった

場合」も含みますが、次の場合は除きます。 

・業界団体（○○協会等）の式典等として行われる多数の者が出席する立食 形式のパーテ

ィや、総会等の後に行われる団体役員一同との会食 

・賀詞交歓会などのように儀礼的かつ多数の者が出席する会食、倫理規則第８条に定める

「飲食の届出」を提出済みの会食 
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あなたが利害関係者と共に飲食をした場合において、一度でもあなたが、あなたの飲食に要

した費用を支払わなかったとき、又はあなたが支払った額 （自己担額額）が、あなたの飲食

に要した費用に不足していた（＝一部を利害関係者が担額していた）可能性があるときがあ

りましたか。 

 

 

 

 

 

 

次に掲げた自己担額額の類型ごとに、おおよその回数を記入してください。 
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あなたが利害関係者と共に飲食をした場合において、あなたの飲食に要した費用について、

利害関係者の担額によらなかった（＝全額自己担額した、又は利害関係者以外の第三者が担

額した）ときはありましたか。 

※「飲食」には、届出の対象外である「自己の飲食に要する費用が１万円以下であった場合」

も含みますが、次の場合は除きます。 

・多数の者が出席する立食形式のパーティや、団体役員一同との会食 

・儀礼的かつ多数の者が出席する会食 ・倫理規則第８条に定める「飲食の届出」を提出済

みの会食 

※利害関係者以外の第三者（同席した他の職員など）が、あなたの飲食に要した費用を担額

した場合は、その分は「自己担額」したものとして御回答ください。 

 

 

 

 

 

自己担額額の類型ごとに、おおよその回数を記入してください。 
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【利害関係者との飲食の有無】 （他の職員について） 

あなたは、入庁してからこれまでの間に、他の職員が、利害関係者と共に飲食をしたのを見

聞きしたことがありますか。 

※「飲食」には、届出の対象外である「自己の飲食に要する費用が１万円以下であった場合」

も含みますが、次の場合は除きます。 

・業界団体（○○協会等）の式典等として行われる多数の者が出席する立食 形式のパーテ

ィや、総会等の後に行われる団体役員一同との会食 

・賀詞交歓会などのように、儀礼的かつ多数の者が出席する会食 

 

 

 

 

  

6



【利害関係者からの働きかけの有無】（本人ついて） 

あなたは、利害関係者から、法令に違反する行為や公正な職務の執行に反する行為などを求

める働きかけを受けたことがありますか。 

≪ 例 ≫ 

・予定価格などの秘密情報を聞き出そうとする働きかけ 

・供応接待、金銭・物品等の供与を持ち掛ける働きかけ など 

 

 

 

 

 

その相手方はどのような利害関係者でしたか。 
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【利害関係者からの働きかけの有無】（他の職員について） 

あなたは、他の職員が、利害関係者から、法令に違反する行為や公正な職務の執行に反する

行為などを求める働きかけを受けたのを見聞きしたことがありますか。 

≪ 例 ≫ 

・予定価格などの秘密情報を聞き出そうとする働きかけ 

・供応接待、金銭・物品等の供与を持ち掛ける働きかけ  など 

 

 

 

 

 

その相手方はどのような利害関係者でしたか。 
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【利害関係者からの働きかけなどへの対応について】 

あなたは、自分や他の職員が、利害関係者から働きかけ（※）などを受けたときに、対応に

困ったことがありますか。 

※予定価格などの秘密情報を聞き出そうとする働きかけ 

※供応接待、金銭・物品等の供与を持ち掛ける働きかけ  など 

 

 
 

 

その相手方はどのような利害関係者でしたか。 
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【職員の相談に応じる体制】（内部通報） 

現在、内部通報相談窓口（人事課）が設置されており、法令違反等に関して職員の相談に応

じる体制を整備しています。 

この制度は知っていましたか。 

 

 

 

 

（不正な働きかけ） 

現在、不正な働きかけ相談窓口（職員課行政対象暴力額当室）が設置されており、外部から

の不正な働きかけ等に関して職員の相談に応じる体制を整備しています。 

この制度は知っていましたか。 
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